
- 40 - 

５-３ 景観形成基準 

 

届出対象行為に対して、「4-4 景観形成方針」を踏まえ、景観法第 8条第 4項第 2号の規定に

基づく行為の制限の基準として、景観形成基準を次の表のとおり定めます。なお、以下の点に留

意するものとします。 

・ 該当する行為については、「土地利用」ごとの景観形成方針にも留意するとともに、行為の場

所が、「景観軸」（河川、河岸段丘、街道、道路、鉄道）や、「景観拠点」（史跡・文化財・伝統

的家並み・緑地、温泉地、交通拠点）に該当する場所は、それぞれの景観形成方針にも留意す

るものとします。 

・ 「旧城下町」については、当該地域の基準及び「市街地」の基準への適合を要します。 

・ 表中の緑色網掛けの行為は、景観法第 17条第 1項の規定に基づき、上田市景観条例第 20条に

定められた特定届出対象行為に係る景観形成基準の事項を示すものです。 

・ 届出対象行為のうち、特定外観意匠に関する事項については、ここで示された基準の他、長野

県屋外広告物条例の規定によるものとします。 

・ 他の法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為については、この表の限りで

はありません。 

・景観形成重点地区を指定した場合は、ここに示された基準とは別に届出対象行為及び景観形成

基準を定めます。 
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●基本的な考え方 

地域区分 基本的な考え方 

市
街
地 

共通 
① 緑化を推進し、緑豊かで潤いのあるまちなみを形成する。 

② 「景観まちづくり」を推進するため、地域の景観や環境には十分配慮する。 

住宅地 
① ゆとりと安らぎのある住空間を確保する。 

② 落ち着きの感じられる整然としたまちなみを形成する。 

商業 

業務地 

① 美しく調和の取れた連続性のあるまちなみを形成する。 

② 回遊性の高い歩行者空間や、人々の憩いや出会いの場となるオープンスペース

を確保し、昼夜ともに魅力のあるまちなみを形成する。 

工業地 
① 建築物や工作物等の突出感や圧迫感、繁雑さを軽減するなど、周囲の景観と不

調和にならない印象を与える工夫をする。 

旧城下町 

① 上田市の玄関口として、また上田市の中心として、歴史、自然、風土、市民生

活が調和した品格ある景観形成を行う。 

② 城下町及び蚕都としての歴史性を尊重した景観形成を行うとともに、現存する

歴史的資産やまちなみは保全活用し、また、通りや界隈ごとのまちなみの連続

性を形成するように努める。 

③ 商業・業務の中心地として、また、多くの市民や来街者が集まる地域として、

賑わいを醸し出す景観形成を行う。 

④ 緑や水に親しめる空間を増やすとともに、来街者が快適に回遊できるような歩

行者空間を確保する。 

沿道 

① 道路空間を豊かにするため、前面空地を確保し緑化を行うなど、個性的で緑豊

かな沿道景観の形成を行う。 

② 圧迫感や単調さ、けばけばしい印象を与えないよう注意する。 

③ 道路から展望できる眺望景観を妨げないように配慮する。 

④ 「景観まちづくり」を推進するため、地域の景観や環境には十分配慮する。 

田園 

① 緑豊かな広がりや、農産地としての雰囲気のある田園景観と調和させる。また、

眺望景観を妨げないように配慮する。 

② 古くからの集落の雰囲気を感じさせる工夫をするなど、周辺の家並みと調和さ

せる。 

③ 河川やため池等の水辺を有効に活用する。 

④ 大規模な施設では、ゆとりや潤いのあるオープンスペースを設けたり、突出感

や圧迫感、単調さの軽減に努めるなど、周辺の田園に違和感を与えない工夫を

する。 

⑤ 「景観まちづくり」を推進するため、地域の景観や環境には十分配慮する。 

山地 

① 緑豊かな自然との調和や、スカイライン（山の稜線）の形成に努める。 

② 眺望景観を保全する。 

③ 河川やため池等の水辺を有効に活用する。 

④ 「景観まちづくり」を推進するため、地域の景観や環境には十分配慮する。 
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●全地域共通 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 敷地内配置 ○ 敷地内や周辺に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺がある場

合、これを生かせるように配置すること。 

○ 地域のランドマークやスカイライン等への眺望を極力阻害しないように

配置すること。 

電気供給・ 

電気通信施設 

○ 道路等の公共空間からなるべく後退し、目立たない位置とすること。 

○ 眺望が優れた場所での設置はなるべく避けること。 

規模 規模 ○ 周辺の基調となる景観から著しく突出した印象を与えないような規模と

すること。 

高さ ○ 建築物の高さの最高限度は、別表１-１、１-２に示すとおりとする。 

形態・

意匠 

形態・意匠の調和 ○ 周辺の基調となる景観に配慮した形態であるとともに、全体としてまと

まりのある形態とすること。 

単調さ・圧迫感の 

軽減 

○ 大規模な壁面や屋根は、細分化する、アクセント（強調・変化）をつけ

る等、単調さや圧迫感を与えないようにデザインを工夫すること。 

○ 周辺の基調となる建築物等に比べて、規模が大きい場合は、屋根、

壁面、開口部等の意匠の工夫により圧迫感や威圧感を軽減し、周辺

と調和させること。 

河川・鉄道及び 

道路に面する部分 

○ 河川、鉄道及び道路に面する壁面等は、公共性の高い部分として、

デザイン等に配慮すること。 

電気供給・ 

電気通信施設 

○ 柱状タイプを基本とする。なお、施設の機能及び地形上の制約等によ

りこれによりがたい場合を除く。 

付帯施設、 

屋上設備等 

○ 車庫や物置、倉庫等の付属物は、圧迫感を生じないようにし、建築物

と一体的なデザインとするなど雑然としないように努めること。 

○ 屋外設備、屋上設備は、建築物と一体的なデザインの壁や格子状の

もので覆う等、目立たないように工夫すること。 

○ 非常階段、パイプ等の付帯設備や付帯の広告物等は、繁雑な印象を

与えないようにデザインに配慮し、建築物等本体と調和させること。 

○ ごみ集積所は、道路から意識されないような構造とするように努めるこ

と。 

○ 工場施設においては、エントランス（玄関・入口）空間を積極的に修景

する等、地域のイメージアップに貢献する施設とすること。 

色彩・色数 ○ 建築物の外壁及び屋根の色彩は、色調（色彩の強弱・濃淡の調子）

及び色味（色の種類）を整えることにより、隣接する建築物どうしが調

和するよう工夫を行うこと。 

○ 建築物及び工作物の色彩基準は、別表２に示すとおりとする。ただ

し、各立面の面積の 1/10 以下で使用するアクセントカラー、着色して

いない素材の色、地域の伝統的様式を継承するために使用する色彩

についてはこの限りではない。 

○ 別表３に記載する推奨色（伝統的に用いられてきた色彩）の使用に努

めること。その場合にも、面積や立面の意匠等に合わせて工夫を行う

こと。 

○ 使用する色数を少なくするよう努めること。 

○ 複数の色を使用する場合には、類似した色調・色相、明度、彩度の色

で全体をまとめるなど、けばけばしくない配色とすること。 

 電気供給・ 

電気通信施設 

○ 道路等の公共空間から見た際、背景の景観と調和するように、立地す

る場所により使用する色を工夫すること。 

材料 ○ 自然素材を活用するとともに、耐久性、季節や気候の変化に強い素

材を使用すること。 

○ 伝統的に使用されてきた素材など地域の景観を特徴づける素材や、

伝統的な工法を積極的に採り入れること。 



- 43 - 

 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

敷地の

緑化 

敷地境界の処理 ○ 敷地境界は積極的に緑化を行い、特にフェンスや塀はできるだけ低く

して植栽を取り入れるなど、道路等の公共空間や周囲の緑との連続

性に配慮すること。 

既存樹木等の 

保全 

○ 既存の樹木、生け垣、屋敷林等は保全、活用するように努めること。 

緑化による 

圧迫感の軽減 

○ 大規模な建築物等にあっては、中高木を植えるなど周囲の緑化を充

実させ、圧迫感、威圧感の軽減に努めること。 

駐車場等の緑化 ○ 駐車場、駐輪場等を設ける場合は、道路等から直接見えにくいように

周囲の緑化に努めること。 

水辺の処理 ○ 河川等の水辺がある場合は、樹木を活用して、水辺の景観形成に配

慮すること。 

開発行為・ 

土地の形質 

の変更 

法面・擁壁 ○ 大規模な法面、擁壁ができるだけ生じないようにし、やむを得ない場

合は、緩やかなこう配とし、緑化に努めること。 

擁壁の工夫 ○ 擁壁は材料、表面処理の工夫、前面の緑化等により周辺の景観との

調和を図ること。 

樹林、水辺の活用 ○ 良好な樹林、樹木、河川及び水辺等は極力保全し、活用するよう努め

ること。 

土石の採

取・鉱物の

掘採 

遮へい ○ 周辺から目立ちにくいように採取・掘採の位置、方法を工夫し、敷地

周辺の緑化等に努めること。 

事後の緑化 ○ 採取・掘採後は、周辺景観と調和した緑化等により修景すること。 

木竹の伐採 既存樹林等の 

保全 

○ 既存の樹木、生け垣、屋敷林等はできる限り保全、活用し、伐採は必

要最小限とすること。 

事後の緑化 ○ やむを得ず伐採する場合は、地域の植生に配慮し、周辺の樹林等、

周辺の景観と調和する樹種を多く植栽すること。 

屋外に 

おける 

物件の堆積 

高さ、 

積み上げ方法 

○ 物品の積み上げにあたっては、高さをできるだけ低くするとともに整然

と積み上げること。 

遮へい ○ 周辺から見えにくくなるように植栽の実施、木塀の設置等により遮へい

に努めること。 

特定外観意匠 

の表示又は 

掲出 

位置 ○ 道路等からできるだけ後退させ、必要最小限の数にすること。 

○ 河川等の水辺や山並みなど、良好な眺望を阻害しないように努めるこ

と。 

意匠及び規模 ○ 基調となる周辺景観に調和する意匠・形態で、必要最小限の規模と

し、広告物自体が美しく感じられるデザインとすること。 

材料 ○ 周辺景観と調和し、耐久性、耐候性に優れ、退色・はく離の生じにくい

ものとすること。 

屋外駐車場・駐輪場の設置 ○ 駐車場や駐輪場を設置する場合は、植栽や門柵で囲む等、道路から

直接見えないように工夫し、まちなみの連続性を遮断しないようにする

こと。 
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●市街地 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 道路からの位置 ○ 周辺と壁面線を調和させるとともに、極力道路から後退し、開放感の

ある歩行者空間の確保に努めること。 

○ 周辺から壁面線を大きく後退させる場合は、門や塀、植栽等の設置に

より、まちなみの連続性を途切れさせない工夫を行うこと。 

隣接地からの位置 ○ 来街者の憩いのための小広場として、隣接地と相互に協力してゆとり

あるまとまった空間を確保するよう努めること。 

敷地内配置 ○ オープンスペースの確保に努めること。 

○ 千曲川堤防沿いで、中高層の規模となる場合は、堤防沿いから後退

し、圧迫感等を生じないよう努めるとともに、千曲川沿岸の眺望に配慮

すること。 

規模 高さ ○ 周囲のまちなみとしての連続性に配慮するとともに、圧迫感を生じな

いように努めること。 

形態・

意匠 

形態・意匠の調和 ○ 周辺の建築物等の形態との調和に努めること。 

デザイン・ 

屋根の勾配 

○ 建築物等の上部及び正面のデザインに特に留意し、都市美やランド

マークの形成に努めること。 

伝統的様式 ○ 蚕室造りなど周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、そ

の様式を継承し又は取り入れた意匠とするように努めること。 

付帯施設、 

屋上設備等 

○ 門、塀等は周辺のまちなみと調和させるとともに、建築物と一体的なデ

ザインとするように努めること。 

○ 商業施設においては、ショーウインドウ（飾り窓・陳列窓）や壁面ギャラ

リー（展示場・画廊）を設ける等、賑わい空間の創出に努めること。 

○ 商店街においては、シャッターにデザインを施すなど、休日や閉店後

の賑わいにも配慮すること。 

色彩・色数 ○ 周囲の建築物等や遠望する山並みから突出した色の使用を避け、周

辺のまちなみに調和した色調とすること。 

材料 ○ 反射光のある素材を使用する場合は周辺との調和に十分配慮するこ

と。 

敷地の 

緑化 

樹種 ○ 使用する樹種は地域の気候や風土にあったものや四季の変化を演出

できるものとし、特に道路等の公共空間や周囲の緑との連続性に配慮

すること。 

○ 建築物の出入口付近や道路の角地等においてはシンボルツリー（象

徴的な樹木）を設置するなどの工夫を施すこと。 

緑化率 ○ 建築物の建築にあたっては、敷地面積の 3％以上を緑化するように努

めること。 

特定外観意匠 

の表示又は掲出 

材料 ○ 反射光のある素材を使用する場合は、周辺との調和に十分配慮する

こと。 

色彩 ○ 周囲の建築物等や遠望する山並みから突出した色の使用を避け、周

辺のまちなみに調和した色調とすること。 

○ 使用する色数をできるだけ少なくするように努め、色彩相互の調和に

十分配慮すること。 

○ 光源で動きのあるものは、周辺景観との調和に配慮すること。 
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●市街地(旧城下町)  ※「旧城下町」は、「市街地」の基準に加えて、下記の基準への適合が必要です。 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 道路からの位置 ○ 通りごとの壁面線に調和させるとともに、極力道路から後退し、開放感

のある歩行者空間の確保に努めること。 

○ 周辺から壁面線を大きく後退させる場合は、門や塀、植栽等の設置に

より、まちなみの連続性を途切れさせない工夫を行うこと。 

隣接地からの位置  

敷地内配置  

規模 高さ ○ 城下町の歴史的風情を阻害しない高さとなるよう配慮すること。 

○ 上田城跡公園周辺の眺望に配慮すること。 

形態・

意匠 

形態・意匠の調和 ○ 地域の歴史性を意識した形態とするとともに、通りごとのまちなみのま

とまりに配慮した形態とすること。 

デザイン・ 

屋根の勾配 

○ 中高層建築物においても、低層建築物の屋根の連続性に配慮したデ

ザインを施すなど、周囲のまちなみとの調和に努めること。 

伝統的様式 ○ 城下町や街道筋、蚕糸業等の面影を残す伝統的な様式を持つ建築

物がある場所では、その様式を継承し又は取り入れた意匠とするよう

に努めること。 

付帯施設、 

屋上設備等 

○ 歴史的資源や歴史的まちなみのある場所で自動販売機等を設置する

場合は、背後の建築物等やまちなみの色彩と合わせる、格子や木柵

で覆うなどの工夫をすること。 

色彩・色数 ○ 周辺の通りや界隈から突出した色の使用を避け、城下町や蚕都の風

情を感じさせる落ち着いた色調とすること。 

材料 ○ 歴史的資源の周囲や歴史的まちなみの残る場所においては、反射光

のある素材は原則として使用しないこと。 

敷地の 

緑化 

樹種  

緑化率  

特定外観意匠 

の表示又は掲出 
材料 ○ 歴史的資源の周囲や歴史的まちなみの残る場所においては、反射光

のある素材は原則として使用しないこと。 

○ 歴史的資源やまちなみの残されている場所では木材等の自然素材を

使用するなど、城下町の歴史を感じさせる工夫を行うこと。 

色彩 ○ 周辺の通りや界隈から突出した色の使用を避け、城下町や蚕都の風

情を感じさせる落ち着いた色調とすること。 
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●沿道 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 道路からの位置 ○ 道路から余裕をもって（5 メートル以上）後退し、ゆとりある空間を確保

するよう努めること。 

隣接地からの位置 ○ 隣接する敷地境界からできるだけ離し、ゆとりある空間を確保するこ

と。 

敷地内配置 ○ 眺望を妨げない工夫をし、オープンスペースの確保に努めること。 

○ 千曲川堤防沿いで、中高層の規模となる場合は、堤防沿いから後退

し、圧迫感等を生じないよう努めるとともに、千曲川沿岸の眺望に配慮

すること。 

規模 高さ ○ 背景の山並み及び周辺の建築物等の高さとの調和に努めるとともに、

中高層の場合には、空地を十分にとり圧迫感等を生じないように努め

ること。 

形態・

意匠 

形態・意匠の調和 ○ 遠望する山並みや周辺の建築物等の形態との調和に努めること。 

デザイン・ 

屋根の勾配 

○ 建築物等の上部及び正面のデザインを工夫して質の高いものとなるよ

うに努めること。 

伝統的様式 ○ 蚕室造りなど周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、そ

の様式を継承し又は取り入れた意匠とするように努めること。 

付帯施設、 

屋上設備等 

○ 門、塀等は周辺のまちなみと調和させるとともに、建築物と一体的なデ

ザインとするように努めること。 

○ 商業施設においては、ショーウインドウ（飾り窓・陳列窓）や壁面ギャラ

リー（展示場・画廊）を設ける等、賑わい空間の創出に努めること。 

○ 商店街においては、シャッターにデザインを施すなど、休日や閉店後

の賑わいにも配慮すること。 

色彩・色数 ○ 遠望する山並みや周囲の建築物等から突出した色の使用を避け、周

辺の沿道景観に調和した色調とすること。 

材料 ○ 反射光のある素材を壁面の大部分に使用することは避けること。 

敷地の 

緑化 

樹種 ○ 使用する樹種は地域の気候や風土にあったものや四季の変化を演出

できるものとし、特に道路等の公共空間や周囲の緑との連続性に配慮

すること。 

○ 建築物の出入口付近や道路の角地等においてはシンボルツリー（象

徴的な樹木）を設置するなどの工夫を施すこと。 

緑化率 ○ 「田園」及び「山地」内の沿道では、個人住宅・共同住宅の建築にあた

っては、敷地面積の3％以上を、また、工場・店舗等の個人住宅・共同

住宅以外の建築物の建築にあたっては、敷地面積の 6％以上を緑化

するように努めること。 

特定外観意匠 

の表示又は掲出 

材料 ○ 反射光のある素材を使用する場合は、周辺との調和に十分配慮する

こと。 

色彩 ○ 遠望する山並みや周囲の建築物等から突出した色の使用を避け、周

辺の沿道景観に調和した色調とすること。 

○ 使用する色数を少なくするよう努めること。 

○ 光源で動きのあるものは、周辺景観との調和に配慮すること。 
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●田園 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 道路からの位置 ○ 道路からできるだけ後退し、道路側に空地を確保するよう努めること。 

隣接地からの位置 ○ 隣接する建築物等との間に十分にゆとりを保ち、ひろがりのある空間

を確保すること。 

敷地内配置 ○ 眺望を妨げない工夫をし、オープンスペースの確保に努めること。 

○ 千曲川堤防沿いで、中高層の規模となる場合は、堤防沿いから後退

し、圧迫感等を生じないよう努めるとともに、千曲川沿岸の眺望に配慮

すること。 

規模 高さ ○ 個々の建築物等の高さは極力おさえ、周辺の田園景観や背景の山並

みとの調和に努めること。 

形態・

意匠 

形態・意匠の調和 ○ 遠望する山並みや周辺の田園景観と調和する形態とすること。 

デザイン・ 

屋根の勾配 

○ 屋根は原則として勾配屋根で、適度な軒の出を有するものとし、勾配

は背景の山並み、周辺の建築物との調和に努めること。 

伝統的様式 ○ 蚕室造りなど周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、そ

の様式を継承し又は取り入れた意匠とするように努めること。 

付帯施設、 

屋上設備等 

○ 門、塀等は周辺のまちなみと調和させるとともに、建築物と一体的なデ

ザインとするように努めること。 

色彩・色数 ○ 遠望する山並みや周辺の田園景観から突出した色の使用は避け、田

園や集落の景観に調和した色調とすること。 

材料 ○ 反射光のある素材を壁面の大部分に使用することは避けること。 

敷地の 

緑化 

樹種 ○ 使用する樹種は地域の気候や風土にあったものとし、周囲の樹林等、

周辺の景観や環境と調和するものとすること。 

緑化率 ○ 個人住宅・共同住宅の建築にあたっては、敷地面積の 3％以上を緑

化するように努めること。 

○ 工場・店舗等、個人住宅・共同住宅以外の建築物の建築にあたって

は、敷地面積の 6％以上を緑化するように努めること。 

特定外観意匠 

の表示又は掲出 

材料 ○ 反射光のある素材を使用する場合は、周辺との調和に十分配慮する

こと。 

色彩 ○ 遠望する山並みや周辺の田園景観から突出した色の使用は避け、田

園や集落の景観に調和した色調とすること。 

○ 使用する色数を少なくするよう努めること。 

○ 光源で動きのあるものは、原則として設置しないこと。 
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●山地 

届出対象行為・項目 景観形成基準 

建
築
物
及
び
工
作
物 

配置 道路からの位置 ○ 道路から十分（10 メートル以上）後退し、道路側に既存林を残せるよう

に努めること。 

隣接地からの位置 ○ 隣接する建築物等との間に十分にゆとりを保ち、ひろがりのある空間

を確保すること。 

敷地内配置 ○ 自然の地形を生かし、できるだけ改変を避けるとともに、自然景観の

眺望に配慮し、山並み等の稜線を損わない工夫をすること。 

規模 高さ ○ 原則として周囲の樹木の高さ以下にとどめるよう努め、樹高以上にな

る場合には周辺の景観と調和するように形態等に配慮すること。 

形態・

意匠 

形態・意匠の調和 ○ スカイラインを形成する周辺の山並みと調和する形態とすること。 

デザイン・ 

屋根の勾配 

○ 屋根は原則として勾配屋根で、適度な軒の出を有するものとし、勾配

は周辺の山並みとの調和に努めること。 

伝統的様式 ○ 蚕室造りなど周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い場合には、そ

の様式を継承し又は取り入れた意匠とするように努めること。 

付帯施設、 

屋上設備等 

○ 門、塀等は、建築物と一体的なデザインとするように努めること。 

色彩・色数 ○ 周辺の樹木や山並みから突出した色の使用は避け、自然景観と調和

した色調とすること。 

材料 ○ 反射光のある素材を極力使用しないよう努め、やむを得ず使用する場

合は、着色等の工夫をすること。 

敷地の 

緑化 

樹種 ○ 使用する樹種は地域の気候や風土にあったものとし、周囲の樹林等、

周辺の景観や環境と調和するものとすること。 

緑化率 ○ 個人住宅・共同住宅の建築にあたっては、敷地面積の 3％以上を緑

化するように努めること。 

○ 工場・店舗等、個人住宅・共同住宅以外の建築物の建築にあたって

は、敷地面積の 6％以上を緑化するように努めること。 

特定外観意匠 

の表示又は掲出 

材料 ○ 反射光のある素材を極力使用しないよう努め、やむを得ず使用する場

合は、着色等の工夫をすること。 

色彩 ○ 周辺の樹木や山並みから突出した色の使用は避け、自然景観と調和

した色調とすること。 

○ 使用する色数を少なくするよう努めること。 

○ 光源で動きのあるものは、原則として設置しないこと。 

注） 山地のうち、自然公園区域については、自然公園法に基づき許可及び認可を受けて行う行為に

ついては、この表の限りではありません。 
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別表１－１ 建築物の高さの最高限度の基準 

 

地 域 区 分 
高さの最高限度 

景観計画の地域区分 都市計画法の用途地域 

市街地・旧城下町 

商業地域（特別業務地区一帯は除く） ３１ｍ ※緩和規定あり 

近隣商業地域 ２５ｍ 

商業地域（特別業務地区一帯） ２０ｍ ※緩和規定あり 

準工業地域（「尼ヶ淵地区」は除く） 

工業地域 

工業専用地域 

２０ｍ ※緩和規定あり 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

２０ｍ 

準工業地域のうち「尼ヶ淵地区」 

（別図 3参照） 
１２ｍ 

沿道・田園・山地 

用途地域指定外区域 

（別所温泉、鹿教湯温泉、霊泉寺温泉

の容積率が 300％の区域） 

２５ｍ ※緩和規定あり 

用途地域指定外区域 

（容積率が 200％の区域） 
２０ｍ ※緩和規定あり 

都市計画区域外 ２０ｍ ※緩和規定あり 

 

注１ 特別業務地区一帯とは、特別業務地区及び特別業務地区に隣接する商業地域です。 

注２ 緩和規定及び高さ制限の適用除外規定については別表１－２を参照してください。 

注３ 他の法令等により基準が定められている場合は、当該法令等による基準が適用される場合があ

ります。 
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別表１－２ 高さの最高限度の緩和と適用除外について 

 

（１）建築物の高さの最高限度の緩和 

以下の地域については、定められた条件を満たす場合に限り、指定された高さまで、建築

物の高さの最高限度が緩和されます。 

地域区分 高さの最高限度 基準適用緩和の条件 

地域 

区分 

都市計画法の 

用途地域 
緩和前 緩和後 施設用途 敷地規模 前面道路 外壁後退 緑化 

市
街
地 

・ 

旧
城
下
町 

商業地域 

（ただし、防火地域（容

積率 500％）に限る。） 

３１ｍ ４０ｍ ― 
1,000㎡

以上 

8.0ｍ

以上 

2.0ｍ

以上 

6% 

以上 

商業地域 

（特別業務地区一帯） 
２０ｍ ３１ｍ 卸売施設 ― ― ― ― 

準工業地域（※） 

工業地域 

工業専用地域 

２０ｍ ２５ｍ ― 
2,000㎡

以上 

8.0ｍ

以上 

2.0ｍ

以上 

6% 

以上 

 

沿
道 

・ 

田
園 
・ 

山
地 

用途地域指定外区域 

（別所温泉、鹿教湯温泉、

霊泉寺温泉の容積率が

300％の区域） 

２５ｍ ３１ｍ 宿泊施設 
2,000㎡

以上 
― ― 

6% 

以上 

用途地域指定外区域 

（容積率が 200％の区域） 
２０ｍ ２５ｍ 

工場・ 

農業施設 

2,000㎡

以上 

8.0ｍ

以上 

2.0ｍ

以上 

9% 

以上 

都市計画区域外 ２０ｍ ２５ｍ 
工場・ 

農業施設 

2,000㎡

以上 

8.0ｍ

以上 

2.0ｍ

以上 

9% 

以上 

※準工業地域のうち、「尼ヶ淵地区」は除く 

 

 

（２）建築物の高さ制限の適用除外 

以下の建築物については、市長が景観審議会の意見を聴いた上で、高さ制限の適用除外を

認める場合があります。 

 ア 公益上必要な建築物（学校、病院等） 

イ 既存建築物の建替え（本計画施行時に既に高さの基準を超えて立地する建築物で、現在

の高さを超えない範囲での建築物の建替え（用途変更しない場合に限る）） 

ウ 伝統的建築物（神社、寺院等の伝統的様式に基づく建築物） 
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別図１ 建築物の高さ制限図  上田市街地周辺 

 

  

※上記以外の薄色は、用途地域を示しています。 

-
51- 
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別図２ 建築物の高さ制限図  丸子市街地周辺 

 

 

 

  

※上記以外の薄色は、用途地域を示しています。 

-52- 
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別図３ 建築物の高さ制限図  尼ヶ淵地区 

-53
- 
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別表２ 色彩基準（日本工業規格（JIS）マンセル表色系による） 

 

・建築物の外壁・屋根、工作物の外装において使用できる色は下表のとおりとします。 

・また、伝統色である「推奨色」（別表３）を参考にその使用に努めるものとします。 

・建築物・工作物の各立面の１０分の１以下の部分において着色される部分の色彩、着色してい

ない木材、石材、土壁、ガラス、銅板等の素材によって仕上げられる部分の色彩及び地域の伝

統的様式を継承するために使用する色彩についてはこの限りではありません。 

・無彩色の明度９を超える「白」の使用は原則不可とします。ただし、色味のあるオフホワイト

に限り明度９を超える「白」を使用することができるものとします。 

・本別表に示す色見本は参考資料であり、実際の色とは異なる場合があるため、正確には塗装見

本等を参考としてください。 

・他の法令等により基準が定められている場合は、当該法令等による基準が適用される場合があ

ります。 

 

 

地域区分別色彩基準 

地域区分 色相 明度 彩度 

旧城下町 

R（赤） 

― 

５以下 

YR（黄赤）・Y（黄） ７以下 

その他の色相 ３以下 

N（無彩色） ９以下 ― 

市 街 地 

沿 道 

R（赤） 

３以上 

５以下 

YR（黄赤）・Y（黄） ７以下 

その他の色相 ３以下 

N（無彩色） ３以上９以下 ― 

田 園 

R（赤） 

３以上８以下 

４以下 

YR（黄赤）・Y（黄） ５以下 

その他の色相 ３以下 

N（無彩色） ３以上９以下 ― 

山 地 

R（赤） 

８以下 

４以下 

YR（黄赤）・Y（黄） ５以下 

その他の色相 ３以下 

N（無彩色） ９以下 ― 
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■旧城下町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市街地、沿道 
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■田園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■山地 
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別表３ 建築物及び工作物の色彩基準に関する推奨色 

建築物や工作物等に伝統的に用いられてきたものとして使用を推奨する色彩です。景観形成基

準に示されたその他の基準に配慮しながら、こちらの推奨色の使用に努めるものとします。 

 

（１）建築物の屋根・壁、工作物等の基調色として伝統的に用いられてきた色彩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）建築物の壁、工作物等の基調色としての推奨色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

檳榔子
び ん ろ う じ

染
ぞめ

 

10R 2.5 / 0.5 

丼
どぶ

鼠
ねずみ

 

5RP 3.5 / 0.5 

灰汁
あ く

色
いろ

 

2.5Y 5.5 / 0.5 

青
あお

鈍
にび

 

2.5B 4 / 0.5 

黒 橡
くろつるばみ

 

10B 2 / 0.5 

藍
あい

墨
すみ

茶
ちゃ

 

2.5PB 3 / 0.5 

藍
あい

鼠
ねずみ

 

5B 4.5 / 0.5 

素
す

鼠
ねずみ

 

N5 

墨
すみ

色
いろ

 

N2 

黒色
くろいろ

 

N1 

黒鳶
くろとび

 

7.5R 2 / 2 

煎茶
せんちゃ

色
いろ

 

3.5YR 4.5 / 4 

百
もも

塩茶
しおちゃ

 

10R 3 / 3 

鳶色
とびいろ

 

10R 2.5 / 4 

焦茶
こげちゃ

 

1.5YR 2 / 2 

胡桃
く る み

染
ぞめ

 

1.5YR 6 / 2 

黄櫨
こ う ろ

染
ぜん

 

1.5YR 3 / 4 

憲法
けんぽう

染
ぞめ

 

5YR 2 / 1 

 

丁子
ちょうじ

茶
ちゃ

 

5YR 5 / 4 

 

柴
ふし

染
ぞめ

 

7.5YR 5 / 4 

 

銀
ぎん

煤
すす

竹
たけ

 

8.5YR 4.5 / 4 

伽羅
き ゃ ら

色
いろ

 

7.5YR 4 / 3 

煤
すす

竹
たけ

色
いろ

 

8.5YR 3.5 / 2.5 

白
しら

茶
ちゃ

 

8.5YR 7 / 3 

媚
こび

茶
ちゃ

 

10YR 4 / 4 

乳
にゅう

白
はく

 

3.5Y 9 / 1 

浅黄
う す き

 

1.5Y 8.5 / 4 

鳥
と り

ノ子
の こ

色
いろ

 

2.5Y 8.5 / 1 

利休
りきゅう

白
しら

茶
ちゃ

 

2.5Y 7 / 1 

利休
りきゅう

茶
ちゃ

 

2.5Y 5.5 / 1 

路考
ろ こ う

茶
ちゃ

 

2.5Y 4.5 / 1 

海
み

松
る

茶
ちゃ

 

3.5Y 3.5 / 1 

錫
すず

色
いろ

 

2.5PB 6.5 / 0.5 

灰
はい

白
じろ

 

6.5Y 8.5 / 0.5 

藍
あい

媚
こび

茶
ちゃ

 

1.5GY 3.5 / 1.5 

千歳
せんさい

茶
ちゃ

 

2.5GY 3 / 1 

銀
ぎん

鼠
ねずみ

 

3GY 7.5 / 0.1 

白鼠
しろねずみ

 

N 7.5 
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（３）アクセントカラーとしての推奨色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

桜
さくら

鼠
ねずみ

 

2.5R 6.5 / 2 
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参考資料１ 色彩の表記方法 

・色彩基準では、色彩を客観的に示す方法として、日本工業規格(JIS)にも採用されている「マン

セル表色系」を採用します。 

・「マンセル表色系」とは、色を色相・明度・彩度の３つの属性によって体系的に示したものです。 

 色 相 ：色合い＝Ｒ(赤)・ＹＲ(黄赤)・Ｙ(黄)・ＧＹ(黄緑)・Ｇ(緑)・ＢＧ(青緑)・Ｂ(青)・

ＰＢ(青紫)・Ｐ(紫)・ＲＰ(赤紫)の基本 10色相。 

 明 度 ：明るさ＝数値が大きいほど明るい色を示します。現実的な色票としては、1.0から 9.5

の数値で表します。 

 彩 度 ：鮮やかさ＝数値が大きくなるほど鮮やかな色を示します。色相・明度によって、最高

彩度は異なります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■等色相面 

（同じ色相の色の明度と彩度の関係を表した図） 

■マンセル値による色の表記方法 

■色相環（色相の関係を表した図） 
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別図４ 行為の届出、景観形成基準への適合審査手続きの基本的な流れ 

 

 

 

事前相談 

「届出対象行為」に該当するか？ 届出は不要だが、景観形成方針・景観形成基準

を参考に、良好な景観の形成を図るよう努める。 

「大規模特定行為」に該当するか？ 

事前協議  

（条例に基づく「事前協議書の提出」） 

※行為の届出の 30日前まで 

事前協議 

（事前協議書の提出は不要） 

行為の届出 

※行為着手の 30日前まで 

審 査 

適合通知 

行為の着手 

完了届出書の提出 

助言・指導 

勧告・公表 

変更命令（特定届出対象行為） 

※
事
前
協
議
は
行
為
の
届
出

の
３
０
日
前
ま
で 

※
行
為
の
届
出
か
ら
３
０
日
以
内
は
行
為
の
着
手
は
で
き

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
適
合
通
知
日
以
降
で
あ
れ
ば
、
着
工

が
可
能
で
す
。
（
な
お
、
特
定
届
出
対
象
行
為
に
関
し
て

は
、
審
査
の
期
間
が
最
大
で
９
０
日
間
ま
で
延
長
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
） 

※必要に応じ、景観アドバイザーの助

言、景観審議会の意見聴取を行う 

※景観審議会の

意見聴取を行う 

はい 
いいえ 

はい 

いいえ 

適 合 不適合 

是 正 

是正なし 


